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事業原簿 

作成：平成２９年６月 

上位施策等

の名称 
地球温暖化対策 

事業名称 
二国間クレジット制度（ＪＣＭ）に係る地球温

暖化対策技術の普及等推進事業 
PJ コード：１１０１３ 

推進部 国際部地球環境対策推進室 

事業概要 二国間クレジット制度（ＪＣＭ）は、我が国の温室効果ガス削減技

術、製品、システム、サービス、インフラ等の途上国への普及や対策を

通じ、実現した温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的

に評価するとともに、我が国の削減目標の達成に活用する仕組みであ

り、本事業ではこの仕組みを活用して、優れた低炭素技術・製品等の技

術実証事業や調査を行い、これらの海外展開を促進することで、途上国

を中心とした世界全体での地球温暖化対策に貢献することを目的とす

る。 

ＪＣＭの実施に合意した相手国において、優れた低炭素技術・製品等

の導入による温室効果ガス排出削減の技術実証事業を行い、当該技術等

の有効性や性能を確認するとともに、削減効果を計測・検証する。ま

た、実証事業を発掘、組成するための実現可能性調査、導入済みの技

術、製品等を対象にＭＲＶ（温室効果ガス排出量の測定、報告及び検

証）方法論を作成し、温室効果ガス排出削減量を計測・検証するＭＲＶ

適用調査を実施する。 

事業期間・

予算 

事業期間：平成２３年度～平成２９年度 

契約等種別：委託 

勘定区分：エネルギー需給勘定 

［単位：百万円］ 

 ～平成 27 年度 

 

平成 28 年度 

 

平成 29 年度 

（予定） 

合計 

予算額 19,010 

*(16,510) 

2,400 1,900 23,310 

(20,810) 

執行額 6,252 2,635 － 8,887 

※平成２３年３月に発生した東日本大震災への対応として、２５億円を国庫に

返納。 

事業の位置

付け・必要

性 

我が国は地球温暖化問題への対応として、海外での温室効果ガスを削

減できる優れた技術や製品を多く持っている。しかし、現在、技術や製

品の普及を通じた途上国での削減を認める国連の唯一の制度である「ク

リーン開発メカニズム（ＣＤＭ）」は、審査プロセスに長い時間がかか

り、承認の可否についても不確実性が高いことに加え、我が国が得意と

する省エネルギー製品（自動車、家電等）や高効率石炭火力等の低炭素

技術に対する適用が潜在量と比較して著しく少なく、我が国の得意分野

の技術・製品を活かすには不十分な状況にある。 

このため政府においては、２０１３年以降、国際的な温室効果ガス排

出削減への取組を促進するものとして、ＣＤＭ等の京都メカニズムとは

異なる市場メカニズムを含む「様々なアプローチ」の検討を進めてき

た。この「様々なアプローチ」のひとつとして、二国間合意によって、

我が国が世界に誇る低炭素技術や製品、インフラ、生産設備等の普及や
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移転による温室効果ガス排出削減・吸収への貢献を、定量的に評価する

とともに、我が国の削減目標の達成に活用するＪＣＭを提唱し、積極的

な取組を実施しているところである。これまで、２０１３年１月のモン

ゴルに始まり、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ、ベ

トナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア、メ

キシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピンの合計

１７か国との間でＪＣＭを構築している（国は署名時期順、２０１７年

５月現在）。 

２０１４年１１月～１２月にペルー・リマで開催されたＣＯＰ２０

（気候変動枠組条約第２０回締約国会合）での合意により、全ての国が

「共通だが差異ある責任」の原則の下、先進国・途上国を問わず、排出

削減のための約束草案（ＩＮＤＣ）を提出することとされたことを受

け、政府は２０１５年７月に国連気候変動枠組条約事務局に我が国の約

束草案を提出した。この中で、ＪＣＭについては、「温室効果ガス削減

目標積み上げの基礎とはしていないが、日本として獲得した排出削減・

吸収量を我が国の削減として適切にカウントする。」とされた。 

さらに政府の地球温暖化対策推進本部（本部長：首相）が２０１５年

１１月に取りまとめた「美しい星への行動２．０」では、今後の対策の

柱の一つとして、「二国間クレジット制度（ＪＣＭ）等を通じた優れた

低炭素技術の普及を推進」することとされた。２０１５年１１月から１

２月にフランス・パリで開催されたＣＯＰ２１での安倍総理ステイトメ

ントにおいても、２０２０年に官民合わせて年間１兆３千億円の気候変

動対策の事業が途上国で実施されるようにすることと、ＪＣＭなどを駆

使することで、途上国の負担を下げながら、画期的な低炭素技術を普及

させていくことが表明された。 

ＣＯＰ２１において採択されたパリ協定では、産業革命前からの気温

の上昇を、２℃を十分に下回る水準に抑えることや、先進国だけでなく

途上国も参加して地球規模の温暖化対策に取り組む新たな国際枠組みが

合意された。さらに、ＪＣＭを含む国際的な市場メカニズムを各国の削

減目標の達成に活用することが認められるという成果も得られた。 

ＣＯＰ２１で採択されたパリ協定や２０１５年７月に国連に提出した

ＩＮＤＣを踏まえ、我が国の地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進

するための「地球温暖化対策計画」が２０１６年５月に閣議決定され、

２０３０年度に２０１３年度比で２６％削減するとの中期目標につい

て、各主体が取り組むべき対策や国の施策を明らかにし、削減目標達成

への道筋を付けるとともに、長期的目標として２０５０年までに８０％

の温室効果ガスの排出削減を目指すこととしている。２０１６年１１月

にはパリ協定が発効し、１１月にモロッコ・マラケシュで開催されたＣ

ＯＰ２２では、パリ協定実施のためのルール作りに向けた取組が開始さ

れた。 

本事業は、政府のこのような取組を踏まえ、優れた低炭素技術・シス

テム等の海外における有効性を実証し得る具体的な排出削減プロジェク

トを効率的かつ効果的に実施するためのものである。 

ＮＥＤＯにおいては、ＪＣＭの活用に資するため、①我が国の優れた

低炭素技術・製品等の海外における有効性を実証し得る具体的な排出削

減プロジェクトの発掘とその組成を効率的かつ効果的に実施するために

必要な低炭素技術の普及・移転のための事業性評価、排出削減効果の評

価手法等の確立、プロジェクトの実施に係るファイナンスその他の制
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度・環境整備方策等に関する調査（平成２３年度～）②我が国の低炭素

技術・システム等の海外における具体的な排出削減効果等を確認・実証

する技術実証等（平成２５年度～）を実施するものである。それを通じ

て、我が国のエネルギー・環境技術の貢献として適切に評価するととも

に、優れた低炭素技術・製品の普及に係る制度整備に資することによ

り、相手国との間でＪＣＭの構築の一助となることが極めて重要であ

る。 

事業の目

的・目標 

①目 標 

我が国が世界に誇る低炭素技術・製品等の普及、地球規模の温暖化対策

への貢献を目指し、具体的な排出削減プロジェクトの発掘、組成に係る

調査や実証事業等を展開する。 

ＪＣＭプロジェクトを実施する上で必要な方法論の承認（平成２９年度

までに累計で１０件） 

②指 標 

・成果指標：ＪＣＭ合同委員会で承認された方法論の件数 累計１０件 

・活動指標：実現可能性調査や実証事業を実施した件数 年間１０件 

③達成時期 

平成２９年度 

 

事業の成果 

 

ＪＣＭプロジェクトを実施する上で必要な方法論の承認（平成２９年度

までに１０件） 

 

＜その他の成果＞ 

①ＪＣＭプロジェクト実現可能性調査 

ＮＥＤＯ ＪＣＭ実証事業やＭＲＶ適用調査、調査深堀のための継続調

査に進んだ案件は、２３件。 

環境省設備補助事業に進んだ案件も含め３５件（３７％）がＪＣＭ事業

へ進展。 

さらに、その他施策による事業化や民間案件として事業化した案件を含

めると５７件（６０％）が次段階に進展。 

②ＪＣＭ実証事業 

・８件の実証事業を実施中 

・実証後の当該国における実証技術の普及を重視した採択を実施。案件

採択時の審査において、８件の実証事業終了時の削減量は、合計２７，

４０６ｔ-ＣＯ２ ／年であるが、事業者のその後の普及努力により、実

証事業終了後５年間の累積削減量は、１，１４０，０００ｔ-ＣＯ２ と

なる見込み。 

・ＭＯＵを締結した担当省庁と対象技術の普及に係る協議を行い、普及

に向けた政策的な取組を共同で推進 

例：省エネラベル制度に係る設備導入と技術者トレーニング、特殊Ｌ

ＥＤ漁灯の規格化等 

・地球環境問題解決への先導的な取組を実施 

例：フロン回収・破壊実務・トレーニング、セミナー開催。 

・事業の節目に開所式等を開催 

例：病院へのルームエアコンシステム、ホテルへの省エネ機器・ＢＥ

ＭＳ（建物用エネルギー管理システム）、省エネデータセンター等。 
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情勢変化へ

の対応 

政府の、ＪＣＭパートナー国との制度構築に向けた交渉状況、国連等に

おける本制度を含む多様なアプローチやポスト京都議定書の新しい国際

的な枠組みの検討状況等をふまえて、評価指標及び戦略を適宜見直して

きている。 

平成２５年度から数か国で二国間クレジット制度が開始することを見込

み、本事業にＪＣＭ実証事業とＭＲＶ適用調査事業を追加した。 

さらに、平成２６年度より実証事業を開始する前に事前調査（実証前調

査）を行い、その結果について、事業化評価を行い、「適当」とされた

案件のみ、実証段階に移行できるように事業の見直し（ステージゲート

の導入）を行った。 

評価の実

績・予定 

前倒し事後評価：平成２９年６月 

 

 
 


